
議案第３１号 

 

   公の施設の指定管理者の指定期間の変更について（神道公会堂） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指

定管理者の指定期間を変更することについて、同条第６項の規定により、議会

の議決を求める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 指定管理者に管理を行わせている公の施設の名称 

   神道公会堂 

 

２ 指定管理者である団体 

   所在地  南あわじ市倭文神道１７３番地２ 

   名 称  神道自治会 

         会長 東  正 広 

 

３ 指定の期間 

  【変更前】 令和元年１２月２４日から令和７年３月３１日 

  【変更後】 令和元年１２月２４日から令和５年３月３１日 

 



議案第３２号 

 

辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画の変更について（吉野 

・惣川・黒岩・白崎・来川辺地） 

 

 吉野・惣川・黒岩・白崎・来川辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更

したいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に

関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第８項の規定により準用する同

条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  



別記第 1 号様式 
 

総 合 整 備 計 画 

 

兵庫県 南あわじ市 吉野・惣川・黒岩・白崎・来川辺地    

（辺地の人口 158 人 面積 7.4ｋ㎡）   

 

１ 辺地の概況 

 (1) 辺地を構成する市又は字の名称   

南あわじ市灘吉野、灘惣川、灘黒岩、灘白崎、灘来川 

 (2) 地域の中心の位置     南あわじ市灘吉野 400 番地 

 (3) 辺地度点数        128 点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

吉野・惣川・黒岩・白崎・来川辺地は市の南部に位置し、灘地域の中部で海岸沿いに

ある漁村集落である。 

【道路防災施設】（市単独道路橋梁維持事業） 

 当該辺地地区は、集落へ通ずる唯一の市道である市道白崎本線を生活基幹道路として

通行しているが、比較的多量の降雨時、また風水害時において山側より土砂が本道路に

崩落し、通行止めなど車両通行に支障をきたしている。 

 特に災害時は、緊急輸送物資の搬入や、応急的な復旧に際し緊急車両等の通行確保が

重要かつ不可欠であることから、早急に整備する必要がある。 

 道路防災施設（落石防護柵）を整備することにより、道路への崩土が抑止され、良好

な通行が確保されるとともに、災害時における迅速かつ効率的な復旧作業も可能となる。 

 

【園地施設】（灘黒岩水仙郷整備事業） 

 本辺地に立地する灘黒岩水仙郷は、標高608ｍの諭鶴羽山の海に続く45度の急斜面約

7haにわたって500万本の水仙が群生し、房総半島、越前海岸と並び日本三大群生地の1

つに数えられ、観光資源に乏しい本辺地の地域活性化のための重要な拠点施設である。 

しかしながら、水仙生育環境の悪化等により、開花率が著しく低下しつつあり、近年

入場者数が激減している。加えて、昭和 52 年に建設された非耐震構造の管理棟は、施

設の老朽化が深刻な課題となっており、新築時の仕様が時代に合わなくなってきたこと

などの理由から、再整備が急務となっている。 

再整備にあたり地元関係者と協議を重ね、これまで水仙シーズンのみの利用であった

灘黒岩水仙郷を、年間を通じて利用できる地域活性化拠点として整備することが決定し

たため、園地のユニバーサルデザイン対応、既存通路の拡幅及び、駐車場の拡張等を行

うとともに、花立ちの悪くなった園地の環境改善及び、老朽化施設の建替え等による利

用者の安全性、利便性の確保を行い、また、淡路一周サイクリングアワイチの休憩施設、



別記第 1 号様式 
 

地元特産物のＰＲ拠点等としての機能などを新たに設け、地域活性化拠点として再整備

し、地域の活性化を図る。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

 平成３０年度から令和７年度 ８年間 

（単位 千円） 

  

事 業 費 
財 源 内 訳 

一般財源のう

ち辺地対策事

業債の予定額 

  

施設名 主体名 特定財源 一般財源 

道路防災

施設 
南あわじ市 

17,500  

（17,500） 
 

17,500  

（17,500） 

17,500  

（17,500） 

園地施設 南あわじ市 
1,321,160 

（1,161,100） 

705,100 

（564,400） 

616,060 

（596,700） 

610,800 

（592,700） 

合  計 
1,338,660  

（1,178,600） 

705,100 

（564,400） 

633,560  

（614,200） 

628,300  

（610,200） 

上段：変更後 下段：（変更前） 

事業 



（別表第１）年次別計画表
市町名 南あわじ市 辺地名 吉野・惣川・黒岩・白崎・来川

（単位：千円）

特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源

市単独道路橋梁維持事業 落石防護柵設置工事 17,500 17,500 17,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

灘黒岩水仙郷整備事業 建築工事 1,321,160 705,100 616,060 610,800 6,000 4,800 1,200 243,500 62,800 180,700 176,700 560,900 394,000 166,900 166,900

合　　計 1,338,660 705,100 633,560 628,300 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 9,500 4,800 4,700 3,500 247,000 62,800 184,200 180,200 564,400 394,000 170,400 170,400

特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源 特定財源 一般財源

市単独道路橋梁維持事業 落石防護柵設置工事

灘黒岩水仙郷整備事業 建築工事 393,560 243,500 150,060 150,000 83,400 83,400 83,400 33,800 33,800 33,800

合　　計 393,560 243,500 150,060 150,000 83,400 83,400 83,400 33,800 33,800 33,800

（記載要領）

１　辺地ごとに作成すること。

２　事業名には、具体的名称（町道○○線等）をあげること。

３　事業内容については、計画期間内のものを記載すること。

４　本表の辺地対策事業債の算出にあたっては、１００％充当とすること。

令和４年度

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

令和２年度 令和３年度

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

財源内訳
辺地対策
事業債

全体

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

事業名 事業内容

令和元年度

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

平成３０年度

事業費

事業名 事業内容

令和５年度 令和６年度 令和７年度

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債

事業費
財源内訳

辺地対策
事業債



事業計画位置図

吉野・惣川・黒岩・白崎・来川辺地
【市単独道路橋梁維持事業】落石防護柵設置工事
【灘黒岩水仙郷整備事業】 建築工事

吉野・惣川・黒岩・
白崎･来川辺地



（別表第２） 

辺地総合整備計画策定（変更）に係る理由書 

市 町 名 南あわじ市 辺 地 名 吉野・惣川・黒岩・白崎・来川辺地 

○辺地の概要 

 当該辺地地区は市の南部に位置し、灘地域の東部の海岸沿いにある漁村集落で、世帯数

82 戸、人口 158 人、面積 7.4 ㎢の辺地である。 

 

道路防災施設（市単独道路橋梁維持事業） 

①必要性 

当該辺地集落へ通ずる市道である市道白崎本線は、当地区住民や、当地区への訪問者に

とって、通行できる唯一の生活基幹道路となっている。 

 

②緊急性 

比較的多量の降雨時、また風水害時において山側より土砂が本道路に崩落し、通行止め

など車両通行に支障をきたしている。 

 特に災害時は、緊急輸送物資の搬入や、応急的な復旧に際し緊急車両等の通行確保が重

要かつ不可欠であることから、早急に整備する必要がある。 

 

③事業効果 

 道路防災施設（落石防護柵）を整備することにより、道路への崩土が抑止され、良好な

通行が確保されるとともに、災害時における迅速かつ効率的な復旧作業も可能となる。 

 

園地施設（灘黒岩水仙郷整備事業） 

①必要性 

 本辺地に立地する灘黒岩水仙郷は、標高 608ｍの諭鶴羽山の海に続く 45度の急斜面約 7ha

にわたって 500 万本の水仙が群生し、房総半島、越前海岸と並び日本三大群生地の 1 つに

数えられ、観光資源に乏しい本辺地の地域活性化のための重要な拠点施設である。 

 

②緊急性 

近年の水仙生育環境の悪化等により、開花率が著しく低下しつつあり、入場者数が激減

している。加えて、昭和 52 年に建設された非耐震構造の管理棟は、施設の老朽化が深刻

な課題となっており、新築時の仕様が時代に合わなくなってきたことなどの理由から、再

整備が急務となっている。 

  

③事業効果 

 本事業により、花立ちの悪くなった園地の環境改善及び、老朽化施設の建替え等による



利用者の安全性、利便性の確保を行い、また、淡路一周サイクリングアワイチの休憩施設、

地元特産物のＰＲ拠点等としての機能などを新たに設け、観光拠点として再整備し、地域

の活性化を図る。 

 

上記２事業について、総合的に整備することにより、本地域の振興に大きく寄与するこ

とができる。 

 

 

 

 

 

（記載要領） 

 まず、総論について記述し、その後各事業ごと（道路なら個別路線ごと）に、①必要性、

②緊急性、③効果について詳述すること。 



議案第３３号 

 

   財産の譲与について（神道公会堂） 

 

 次のとおり財産を譲与したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 財産の名称 神道公会堂 

２ 財産の所在 南あわじ市倭文神道１７３番地２ 

３ 財産の種類及び数量 

  建物 

   (1)本体施設  ア 構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

           イ 床面積 １６４．９９㎡ 

４ 譲与の相手方 

  所在 南あわじ市倭文神道１７３番地２ 

  名称 神道自治会 

      会長 東  正 広 

５ 譲与の理由 

  神道自治会の地域集会施設として利用するため 

６ 譲与の時期 令和５年４月１日 

 



位置図・現況写真（神道公会堂）

神道公会堂



議案第３４号 

 

   字の区域の変更について（湊地区）         

 

 別紙のとおり字の区域を変更したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘 



大字 字 地番 大字 字

濱西 390-2　390-3 中洲

中島 556-5　556-8 東川端

引地ケ谷 1086-1　1087-1　1092-1

出島 1093-83　1093-105　1093-118

上記のほか、変更前の区域に隣接介在する道路、水路等である国有地の一部は、変更後
の区域に編入する。

備考　地番は、令和４年１２月１日現在の地番である。

変更前

字の区域の変更調書

変更後

湊 湊

畑ケ谷



字出島1093-83、1093-105、1093-118

湊

字引地ケ谷1086-1、1087-1、1092-1

字濱西390-2、390-3

字中島556-5、556-8

湊
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議案第３５号 

 

   市道路線の認定について 

 

 下記の路線を認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

認定する路線 

路線名 起点 終点 
重要な 

経過地 
備考 

八木 175 号線 
南あわじ市八木寺内 

2525 番 55 地先 

南あわじ市八木寺内 

2525 番 54 地先 
  

八木 176 号線 
南あわじ市八木寺内 

2525 番 35 地先 

南あわじ市八木寺内 

2525 番 31 地先 
  

 



路線の認定位置図

八木175号

線



認定路

八木176号線
八木175号線



議案第３６号 

 

灘黒岩水仙郷施設整備工事請負変更契約の締結について 

 

南あわじ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成１７年南あわじ市条例第４６号）第２条の規定に基づき、先に議会の議

決に付し、工事請負契約を締結した灘黒岩水仙郷施設整備工事について、工期

の延長に伴う諸経費の増額を行いたいので、下記のとおり請負変更契約を締結

するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規

定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年２月２１日提出 

 

南あわじ市長 守 本 憲 弘  

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的    灘黒岩水仙郷施設整備工事 

２ 変 更 契 約 金 額    ４１２，１７１，１００円 

     （現契約金額    ３９３，８００，０００円） 

３ 今回変更による増額     １８，３７１，１００円 

４ 契 約 の 相 手 方    株式会社森長組 

代表取締役 森 宏文 



位置図

灘黒岩水仙郷施設整備工事



議案第３６号資料 

 

灘黒岩水仙郷施設整備工事変更概要書 

 

１．変更内容 

令和４年 10 月３日から令和５年３月 31 日までとしている工期を、令和４年 10

月３日から令和５年 10月 31日までに延長することに伴い、共通仮設費等の諸経費

が増額となる変更です。 
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記号 説明

仮囲いを示す。
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特記仕様書による。
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凡　　例

：ＫＢＭを示す。（ＫＢＭ＝ＴＰ+6.511）

：設計ＧＬからのレベルを示す

（ＫＢＭ＝ＧＬ±0）
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	議案31号　公の施設の指定管理者の指定期間の変更について（神道公会堂）
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